
資料 ２－２

平成２３年度

カタクチイワシ瀬戸内海系群（燧灘）資源回復計画の取組（案）

１．資源回復措置の実施

（１）対象漁業種類

操業(許可)期間県 名 漁業種類

広島県 瀬戸内海機船船びき網漁業 6 10～12 31/ /

香川県 瀬戸内海機船船びき網漁業 5 15～翌1 15/ /

瀬戸内海機船船びき網漁業 5 15～翌1 15/ /
愛媛県

いわし機船船びき網漁業 1 1～12 31/ /

（２）休漁期間の設定

瀬戸内海機船船びき網 広島県 12月 1日～12月31日

香川県 5月15日～ 6月 9日及び12月 1日～ 1月15日※

愛媛県 5月15日～ 6月 9日及び12月 1日～ 1月15日※

※ただし、瀬戸内海広域漁業調整委員会会長が別に定めた場合は、その期間

いわし機船船びき網 愛媛県 4月 1日～ 5月31日及び11月22日～ 3月31日

（３）定期休漁日の設定

瀬戸内海機船船びき網 広島県 毎週木曜日

香川県 毎週木・日曜日

愛媛県 毎週木・日曜日

いわし機船船びき網 愛媛県 毎週土曜日

２．関連調査

・資源評価

・卵稚仔調査

・脂イワシ調査
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燧灘カタクチイワシ資源管理(ポスト資源回復計画)の取組

１月～３月の積算水温（伯方島栽培漁業センターのデータ ： 1050℃を基準にA,Bのパターンのどちらかで実施：）【
4月中旬頃行政研究担当者会議で判断】

以上の場合 未満の場合1050℃ 1050℃

パターンＡ パターンＢ
ﾊﾟﾀｰﾝ の年であることを確認（4月中旬頃）B

産卵後のｶﾀｸﾁｲﾜｼを漁獲する① 水温計測
ことが望まれている ・操業開始日：6月10日、終漁日：11月30日伯方島栽培漁業センターで計測

・ﾌﾞﾛｯｸ漁業者協議会の日程調整(産卵盛期が終了するまでは漁獲しない）

・基準値の精度向上のためのﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞ調査の継続②GI計測
③現場からの情報漁協でｻﾝﾌﾟﾙを入手

ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞ調査等の水試で計測･･･(3回) 漁業者の有する現場情報の収集 ① 水温計測
継続･･･他漁業による混獲魚の 伯方島栽培漁業センターで計測

産卵状況等
②GI計測 ③現場からの情報

漁協でｻﾝﾌﾟﾙを入手 漁業者の有する現場情報の収集

水試で計測･･･(3回) ･･･他漁業による混獲魚のブロック漁業者協議会
産卵状況等（伯方島栽培漁業センターの水温が13℃に達した日から36日後）

①～③を基に操業開始日等を検討…協議のうえ決定
（ ）行政研究担当者は①、②及び卵稚仔調査等の情報を提供すると 5月下旬頃ブロック漁業者協議会

ｼﾗｽ漁への切り替え日等を検討…協議のうえ決定ともに科学的見地による意見を述べる
ｱ.各県の操業開始日及び終漁日
ｲ.香川県、愛媛県の瀬戸内海機船船びき網のｼﾗｽ漁への切り替え日 ｱ.香川県・愛媛県の瀬戸内海機船船びき網のｼﾗｽ漁へ
ｳ.定期休漁日 の切り替え日
＊操業開始日等の決定に当たっては、漁業者は行政研究担当者から ｲ.定期休漁日
の情報及びｶﾀｸﾁｲﾜｼの産卵状況に関する意見を尊重し、国及び県 ＊行政研究担当者は、①、②及び卵稚仔調査等の情報
の行政研究担当者においてはﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞ基準値の精度向上、改良に を提供するとともに、科学的見地による意見を述べ

、 。努める。 るとともにﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞ基準値の精度向上 改良に努める

操業及び関連調査の実施 関係漁業者の意向等を踏まえ検討
資源状況の評価・把握、脂イワシ調査等 ①消費・流通対策

３県・瀬戸内水研が連携した調査の実施 ②付加価値向上策 等の検討Ａ 又は Ｂ ＋ ＋

（愛媛県のいわし機船船びき網の操業期間は従来どおり ）。
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